
 

質 疑 書

番 号 

仕 様 書

番 号 

質 疑 事 項 回 答 

１  ・請求は一括でしょうか 契約書（案）第５条にあるように、それぞれの

納期（６月・８月・１０月・１月）ごとの請求

になります。 

２  ・６・８・１０・１月で印刷内容は変更な

く、一括製造でよいでしょうか。 

印刷内容に変更はございませんので、一括製造

で問題ございません。なお一括製造か否かは業

者様での判断となります。 

３  ・各品名の印字の中で、角２（マチ付）と

角０（マチ付）の印字データがございませ

ん。データ（印刷内容）がございましたら、

ご教示をお願いしたいと思います。 

角２（マチ付）と角０（マチ付）の印字データ

は角２（マチ無）と同じものになります。 


